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本日の御議論

⚫ 電力の安定供給のためには、供給と需要を常にバランスさせる必要がある。このため、電
気事業法上、周波数維持義務を負う一般送配電事業者は、あらかじめ確保した調整
力を用いて日々の需給管理を行っている。

⚫ 近年、太陽光や風力のような出力変動の大きな再エネの導入拡大が進み、天候による
変動再エネの出力増減が大きくなっている。その結果、従来に増して、調整力の重要性
が高まっている。

⚫ こうした状況を踏まえ、昨年後半、本小委員会において、中長期的な観点から、カーボン
ニュートラルの実現に向けた脱炭素型の調整力の管理・確保メカニズムの高度化について、
御議論いただいた。

⚫ 一方で、足元では、一般送配電事業者による調整力確保の仕組みは転換期にあり、従
来実施していた年１回の公募調達から、主に週単位の市場調達へと移行しつつある。

⚫ そうした中で、市場において募集量を十分に調達できなかったり、市場価格の上昇により
調達費用が増大したりするなどの課題も生じている。

⚫ 2024年度以降、一般送配電事業者においては、すべての調整力を基本的に需給調
整市場で調達することとなることを見据え、本日は、調整力を取り巻く現状と課題を御報
告の上、今後の効率的な調整力確保の在り方について御議論いただく。
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（参考）調整力で対応する事象

⚫ 系統安定化業務に用いる調整力は、次の４つの事象に対応する必要がある。

＜需要予測誤差＞

＜再エネ予測誤差＞

＜時間内変動＞

＜電源脱落＞

小売電気事業者は、需要を予測することで需要計画を作成しているが、需要実績と完全に一致する計画を
策定することができないため、ゲートクローズ（GC）後に予測と実績に差が生じる。これを「予測誤差」といい、
調整力を用いることで需要と供給を一致させている。

FIT特例制度により実需給となる日の前日などに予想された再エネ出力予測値と実績値との差について、
調整力を用いて対応している。

実際の需要は時々刻々と変化し続けており、再エネの出力も時々刻々と変化している。仮に、予測と実績が
30分平均値で一致していたとしても、30分より短い時間では細かな変動が生じている。これを「時間内変動」と
呼び、こうした事象についても調整力を用いて需要と供給を一致させている。

電源が予期せぬトラブルなどで停止すること（＝電源脱落）があり、このような予測不能なトラブルで生じ
た需要と供給の差に対しても調整力で対応する。

(出典) 第11回需給調整市場検討小委員会（2019年4月25日） 資料４－２－２より一部修正
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（参考）変動再エネの変動に対応するための調整力確保

（出典）IEA レポート「Managing seasonal and interannual variability of renewables (Phase I)」 （2023年2月13日）P7より抜粋

⚫ 調整力が対応する事象の1つが変動再エネの変動であり、IEAレポートにおいては、変動
再エネの季節変動に対応する電源として、火力発電や水力発電が活用されていると示
されている。

対応した調整力確保の必要性
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将来的な需給調整のイメージ
（以下のｐ５１）

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/files/chousei_72_03r.pdf

（参考）将来的な需給調整のイメージ
電力広域機関 第72回調整力及び需給バランス評価
等に関する委員会 資料3より（2022年4月12日）
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１．調整力の管理・確保メカニズムの高度化

２．調整力確保の現状と課題

３．効率的な調整力確保に向けた取組の方向性
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脱炭素型の調整力の管理・確保メカニズムの高度化

⚫ 現状、発電電力量の約７割を火力が占めており、太陽光や風力等の変動再エネの導入
拡大が進展する中にあっても、調整力が不足する事態は生じていない。

⚫ 他方、カーボンニュートラルの実現に向けて、今後、変動再エネの導入が更に拡大する一
方、火力の休廃止が進展すると見込まれる中、安定供給確保に必要な調整力を計画
的に確保していくことが重要となる。

⚫ 同時に、様々な技術を活用かつ競争を促しながら、現状、火力が全体の約7割を占める
調整力の脱炭素化を進めていくことが不可欠である。

⚫ このため、短期的には、蓄電池の導入環境の整備や揚水発電の維持・強化を図りつつ、
中長期的には、長期脱炭素電源オークション等を通じ、脱炭素型の調整力の拡大を
促していく。

⚫ あわせて、国全体の調整力の確保状況を的確に把握しつつ、中長期的に必要となる調
整力の将来見通しを示していく。



⚫ 消費者の選択肢と安定性の確保
– 小売事業者の責任・規律の強化（事業モニタリング、告知強化）
– 小売事業者のメニュー・電源・経営に関する情報提供

⚫ 競争と安定を両立する市場・取引環境の整備
– 長期・安定的な電源へのアクセス・競争の拡大（望ましい期間・ロットの検討、常時BUの改善）
– 電源市場・取引の効率化（ の同時最適化、電源コーディネーターの市場アクセス解放)

⚫ 多様化する小売事業・需要家の形態に応じた制度整備

⚫ 安定供給の基盤となる供給力管理メカニズムの高度化
– 中長期的な安定供給に必要な供給力の維持・開発を計画する枠組みの形成
– 需給ひっ迫時の対応体制の高度化（再エネ出力、自家発、需要等の管理・予測の高度化）

⚫ 十分な供給力を確保する仕組みの構築
– 2024年度に始まる容量市場の着実な運用、予備電源の仕組みの構築を通じた適切な電源退出管理
– 緊急の電源投資支援及び計画的な脱炭素電源投資支援（長期脱炭素電源オークションの枠組みを活用）

⚫ 官民の適切なリスク分担による強靭な燃料調達メカニズムの構築
– 燃料調達における国の関与の強化、事業者の調達構造の見直し
– 地域及び全国大の燃料融通の枠組みの構築

安定供給に必要な供給力の確保

⚫ CN実現に向けた次世代電力ネットワークの構築
– 広域系統長期方針（マスタープラン）の策定と早期の具体化（海底直流送電に対するファイナンス支援等）
– 分散型リソースの活用による系統運用の高度化

⚫ 脱炭素型の調整力の管理・確保メカニズムの高度化
– 変動型の再エネの導入を進めるための調整力の管理・確保の仕組みの構築
– 脱炭素型の調整力の導入・転換支援（揚水＆蓄電池の導入促進、水素・アンモニア混焼支援）

カーボンニュートラル実現に向けた送配電網のバージョンアップ、脱炭素電源の導入推進

（参考）今後の電力政策の方向性について 中間とりまとめ（案）
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小売事業／市場・取引環境／制度のバージョンアップ

第56回 電力・ガス基本政策小委員会
（2022年11月24日）資料5を修正



⚫ 現状、発電電力量の約７割を火力が占めており、変動再エネの導入拡大に伴う調整力
や慣性力が不足する事態は生じていない。

⚫ しかしながら、今後、太陽光や風力等の変動再エネが拡大する一方、調整力の中心を
担っている火力の比率が低減していくと、必要な調整力や慣性力を計画的に確保していく
ことが重要となる。

⚫ また、カーボンニュートラルの実現に向けては、火力主体の調整力を脱炭素化し、揚水や
蓄電池等をより一層活用していくことが求められる。

⚫ このため、変動再エネの導入の更なる拡大を見据え、現在、電力広域機関において、マス
タープランシナリオにおいて北海道エリアを事例とし、東日本での将来的な調整力の必要量
や対策等について、検討を行っている。また、系統WGにて、北海道エリアにおける調整力
不足等の対応について、検討を行っている。

⚫ 引き続きこうした検討を進めつつ、地域間連系線の容量も含めた各エリアの特性を踏まえ
た上で、全国大で中長期的に必要となる調整力や慣性力と対策の方向性について、
様々なシナリオの下で検討を深めていくこととしてはどうか。

（参考）論点② 再エネ大量導入に向けた調整力の確保・管理の仕組みの構築
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第46回再エネ大量導入・次世代電力NW小委（2022年11月15日）資料2



10

2025年度分オークションにおける調整機能あり
の電源の約定量（以下のｐ３１）

https://www.occto.or.jp/market-
board/market/oshirase/2021/files/220119_mainauction_keiy
akukekka_saikouhyou_jitsujukyu2025.pdf

（参考）容量市場の2025年度分オークションにおける
調整機能ありの電源の約定量

容量市場メインオークション約定結果
（対象実需給年度：2025年度）
]2021年12月22日 2022年1月19日訂正
電力広域機関公表資料より



29.2%

6.8%

4.5%
0.5%

59.0%

0.0%
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⚫ 2022年度の需給調整市場（三次調整力①及び②）の電源構成比では、火力発電が
全体の約４割を占め、その内訳はLNGが30%、石炭6.5%、石油3.5%となっている。

⚫ 残りの約６割については、揚水発電が59%、一般水力１％となっているが、揚水発電は、
その開発に一定の時間を要することや、上池容量等の制約があり、火力発電の退出に伴
うタイムスケジュールの中で、必要な調整力を確保していくことが課題。

⚫ また、地域別には、系統連系線の融通量や、エリア内優先約定の影響から、火力発電が
５割超を占める場合もあり、調整力の確保と、広域融通などの最適化が重要となる。

＜需給調整市場（三次①及び②）の電源種構成比＞ ＜需給調整市場（三次①及び②）のエリア別の電源構成比＞

LNG

石炭

石油

水力

揚水

北海道 東北 東京

中部 北陸 関西

中国 四国 九州

（出所）送配電網協議会より提供された資料から事務局作成

（参考）2022年度における需給調整市場の電源種別構成比 6
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（参考）調整力必要量の推計結果
電力広域機関 第76回調整力及び需給バランス評価
等に関する委員会 資料2より（2022年8月23日）
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（参考）調整力確保可能量の検討について
電力広域機関 第76回調整力及び需給バランス評価
等に関する委員会 資料2より（2022年8月23日）



⚫ 今後、変動再エネが拡大する一方、調整力の中心を担っている火力の比率が低減してい
くため、必要な調整力や慣性力を計画的に確保していくことが重要であり、様々な技術を
活用かつ競争を促しながら、調整力の脱炭素化を進めていくことが必要。

⚫ このため、中長期的には､必要となる調整力や慣性力の将来見通しとともに脱炭素型調
整力確保に向けた新たな制度措置や市場と競争環境の整備等について検討していく。

⚫ 同時に短期的な取組としては、蓄電池の導入支援や導入環境の整備や揚水発電の維
持・強化などとともに、水素・アンモニア混焼への支援に取り組む。また、脱炭素型の調整
力の重要性、競争環境確保の観点から、長期脱炭素オークションの制度設計について
も必要な検討を進めていく。

（参考）対応の方向性④ 脱炭素型の調整力の導入・転換支援
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脱炭素型の調整力・慣性力確保に向けた対策

• 脱炭素型調整力の確保に向けた新たな制度措置の検討

• ネガティブプライスや慣性力等市場の整備と、市場を通じた多様な技術の競争環境の整備

• 家庭用蓄電池、EV、エネファーム、ヒートポンプなど低圧リソースの活用に向けた検討 等

蓄電池の導入環境の整備や揚水発電の維持・強化

• 蓄電池における導入支援、接続環境の整備

• 揚水発電の維持・強化に向けた予算支援や需給調整市場等への参加機会の拡大の推進

• 発電側課金に関し、揚水発電や蓄電池等については、対応の必要性も含めた検討

• 水素・アンモニア混焼への支援 等

第56回電力・ガス基本小委
（2022年11月24日）資料4－2
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＜採算性向上等に向けた検討課題例＞

方向性 今後の見通し、課題

市場における下げ調整力の商品化の検討
優先給電ルールを前提とする市場設計の中では下げ調整力は商品化されておら
ず、今後、ゾーン制やノーダル制など市場主導型の導入に併せて検討

固定速揚水における市場参加機会の拡大の検討 需給調整市場における、固定速揚水の参加機会の拡大可能性の検討

発電機会の拡大可能性の検討
AI等を活用した再エネ予測と上池の運用の高度化などにより、発電機会を失わず、
稼働率を向上させる可能性及び支援策の検討

【可変速純揚水】

出典：事業者へのヒアリングを通じて経済産業省作成
注）ある特定の事業者の純揚水の収支構造を抽象化したものであり、全事業者の平均値等でないことに留意

固定費

•固定費100に対して容量市場収入は約20
•残り固定費80は市場回収が必要となる

容量市場収入

未回収
固定費80

•固定費100に対して容量市場収入は約30
• ブラックスタート(BS)機能公募に採択されない場合は、固定費70
について市場回収が必要となる

固定費 BS機能公募
+容量市場収入

容量市場収入のみ

100

20

100

80

30

未回収
固定費70

【固定速純揚水】

＜2025年度の揚水発電における収入と費用＞

収入
拡大

費用
削減

方向性 今後の見通し、課題

発電所の管理コストや揚水時のロス・コスト低減の可能性
の検討

遠隔化が可能な制御機器の導入を通じた運用高度化など、蓄電時のロス・コスト
の低減を図る可能性及び支援策の検討

その他 再エネ拡大に向け、揚水発電の新規開発の可能性及び支援策の検討

（参考）揚水発電の課題（揚水発電の採算性の改善等） 第43回再エネ大量導入・次世代電力
NW小委（2022年7月13日）資料2
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（参考）系統用蓄電池及び水電解装置の活用

⚫ 太陽光・風力等の再エネは、天候や時間帯等の影響で発電量が大きく変動するため、
大量導入が進むと電力系統の安定性に影響を及ぼす可能性がある。実際に北海道等
の再エネ導入が先行する地域では、これらの変動に対応できる調整力等が不足しており、
再エネ導入の課題になっている。

⚫ 系統用蓄電池は、その特性（瞬動性、出力の双方向性等）を活かし、再エネのインバ
ランス回避や調整力の提供等を通じ、再エネ主力電源化にも資すると考えられる。

⚫ また、水電解装置は、再エネの余剰電力を吸収し別エネルギー（水素）へ転換するこ
とが可能であるとともに、その出力を制御することで調整力の供出も可能である。

⚫ 今後、これらの系統用蓄電池や水電解装置の導入について、制度面の整備等も含め、
検討していく。

＜蓄電池＞
• 充放電の応答速度が速く、優れた調整力の供出が
可能

• 再エネの余剰電力の吸収（蓄電）も可能

＜水電解装置＞
• 出力制御により調整力の供出が可能
• 再エネの余剰電力の吸収（水素製造）が可能

系統用蓄電池 電力系統
（送電線）

水電解装置

太陽光

風力

系統安定化作用
電力余剰時：蓄電／水素製造
電力不足時：放電

再エネ電力
（不安定）

H2

第34回 系統ワーキンググループ
（2021年11月25日） 資料1
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（参考）中長期対策① 変動再エネ（風力・太陽光）の調整力としての活用

⚫ 需給調整市場では、上げ調整力を調達することと整理されており、下げ調整力について
は、2024年度以降は余力活用契約により確保される見込み。

⚫ また、現状、変動再エネは、下げ調整力が不足する場合に、優先給電ルールに従って、
火力の制御や揚水・連系線の最大活用を行った上で、出力制御されることとなっている。

⚫ 他方で、海外では、変動再エネを上げ下げ両方の調整力として活用している事例も存在
する。 ※例えば、スペインでは、必要な調整力の７%を風力が供出（2021年）したとの報告もある。

⚫ 今後、変動再エネの増加に伴い、必要な調整力量も増加していくと考えられるところ、変
動再エネを調整力として活用することについて、社会的なコストも踏まえ、どのように考える
か。

⚫ 例えば、出力制御が生じている断面では、スポット価格が0.01円となっている中、これに
対する下げ調整力の価値をどのように評価するか。

⚫ また、下げ調整力のみで価値付けすることは、過度な社会コストの増加や安定供給の観
点を踏まえれば、上げ下げ両方の調整力を持つことが必要ではないか。

第52回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力
ネットワーク小委員会（2023年6月21日）資料3
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１．調整力の管理・確保メカニズムの高度化

２．調整力確保の現状と課題

３．効率的な調整力確保に向けた取組の方向性



調整力確保の仕組み（現状と課題）

＜現状＞

⚫ 2016年度以降、各一般送配電事業者は、 毎年度「調整力公募」を実施し、周波数
維持（需給バランス確保）に必要な調整力を確保してきた。

⚫ 2021年4月には、エリアを越えた広域的な調整力の調達・運用と、市場原理による競争
活性化・透明化による調整力コスト低減を図るため、「需給調整市場」を開設し、商品区
分に応じて部分的な取引開始を進めてきた。
※需給調整市場において調整力を広域調達するためには、システム改修や連系線の運用変更が必要となる。
このため、対応する事象に応じて複数の商品を用意し､段階的な導入を進めている。

⚫ 現在、需給調整市場の５つの商品区分のうち、２つの商品（三次調整力①及び②）
の取引が開始されており、残る３商品については、2024年度から取引を開始する予定。

＜課題と対応状況＞

⚫ 需給調整市場における三次調整力①及び②の取引開始以降、募集量に対し、応札量
が不足する傾向が継続。応札された調整力が全量落札されることも少なくない。

⚫ また、2022年夏には、約定価格が大きく高騰する状況も発生し、電力・ガス取引監視等
委員会が取引状況等を確認の上、ガイドラインの改定による応札ルールの明確化等を
行ってきている。

⚫ 三次調整力①及び②の取引において発生している調達量の未達や調達費用の大幅な
上昇等への対応については、電力・ガス取引監視等委員会や電力広域的運営推進機
関等と連携しつつ、検討を進めてきている。
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（参考）需給調整市場について

※ ｢電源｣は旧一電電源、新電力電源、DR等

⚫ 周波数を維持し安定供給を実現するため、一般送配電事業者は需要と供給を最終的に一致させる調
整力を確保するという、極めて重要な役割を担っている。そのため、2016年10月から調整力公募を毎
年実施し、周波数維持義務を果たすために必要な調整力をエリア内で確保してきたところ。

⚫ また、2021年4月からエリアを越えた広域的な調整力の調達・運用と、市場原理による競争活性化・透
明化による調整力コスト低減を図るため、需給調整市場を開設し取引を開始した※。DR事業者や新電
力等の新規事業者も市場に参加し、より効率的で柔軟な需給運用の実現が望まれている。
※2021年度は需給調整市場の商品のうち三次調整力②のみ取引開始。2022年度からは三次調整力①の取引を開始し、他商品は2024年度から導入予定。

需給調整市場創設前 需給調整市場創設後

各エリアの一般送配電事業者が
公募により調整力を調達

一般送配電事業者が
エリアを超えて市場から調整力を調達

一般送配電事業者A

公募

電源A 電源A

一般送配電事業者B

公募

電源B 電源B

一般送配電事業者C

公募

電源C 電源C

電源A

一般送配電事業者C
一般送配電事業者B

一般送配電事業者A

需給調整市場

電源A

電源B

電源B

電源C

電源C

エリアA エリアC

エリアA

エリアB エリアC
エリアB

(調整力公募)

20
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（参考）需給調整市場で取り扱う商品と導入スケジュール

⚫ 電力需要の変動は成分毎に分解可能であり、発電機はそれぞれの変動成分に対応した機能を使い分
けて周波数制御を実施している。需給調整市場ではこの制御機能等を踏まえ、応動時間や継続時間
に応じて一次調整力から三次②までの5つの商品を取り扱う予定。

⚫ 需給調整市場において調整力を広域調達するためには、システム改修や連系線の運用変更が必要と
なるため、まずは2021年度から低速域の三次②の広域調達を開始することとした。また、2022年度
からは三次①の調達を開始し、他商品は2024年度から取引を行う予定である。

年度 2021 2022 2023 2024 2025

商
品
区
分

三次調整力②
応動時間45分以内
継続時間：3時間

三次調整力①
応動時間15分以内
継続時間：3時間

二次調整力②
応動時間5分以内

継続時間：30分以上

二次調整力①
応動時間5分以内

継続時間：30分以上

一次調整力
応動時間10秒以内
継続時間：5分以上

▼調達開始

▼調達開始

▼調達開始

▼調達開始

▼調達開始

長周期成分
（サステンド分）

短周期成分
（フリンジ分）

極短周期成分
（サイクリック分）

分解

負

荷

時間

ＦＩＴインバランス特例
に起因する

再エネ予測誤差

＜ある一日の電力需要の例＞ ＜商品区分と導入スケジュール＞
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（参考）2022年度の調整力取引状況

⚫ 需給調整市場において、2021年度から三次調整力②が、2022年度から三次調整力
①の取引が開始されている。

⚫ 需給調整市場において、2022年度は、三次調整力②の総約定量は約190億ΔkW・
hとなり、募集量の約80%が調達され、三次調整力①については、総約定量は約36億
ΔkW・h※となり、募集量の約50％が調達された。一方、いずれの商品についても、調達
量が募集量に満たしていない状況であった。

⚫ 2022年度の調達費用については、三次調整力②については約1,300億円、三次調
整力①については約350億円となった。
※三次①の募集量は、電源Ⅰ契約を勘案した募集量となっている。

＜約定費用＞ ＜三次調整力①の調達状況＞ ＜三次調整力②の調達状況＞
（億ΔｋW・h）

（億円）
（億ΔｋW・h）

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

（出所）送配電網協議会による提供資料より事務局作成（速報値）

0
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18
約定量 募集量
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約定量 募集量

0.0

60.0
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360.0
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三次① 三次②
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（参考）需給調整市場の今後の検討事項

＜これまで＞

⚫ 調整力の効率的な調達に向け、複数エリアによる共同調達や、必要量テーブルの見直し、2024年度に向け
た複合約定ロジックの構築等が進められている。

⚫ 揚水・蓄電池等のネガポジ電源の活用や低圧リソースの活用等、市場参入リソース拡大についても検討。

⚫ 三次②について、価格規律の見直し。需給調整市場ガイドラインの改定を予定。

⚫ 三次①・三次②について、取引開始後に価格や調達量について問題が噴出。2024年度から他商品(一次・
二次①・二次②)の取引が開始されるが、三次①・三次②の状況を踏まえると、2024年度の取引開始前に、
再度効率的な調達となっているか検証が必要。

＜価格規律について＞

⚫ 監視委が三次②について分析した結果、起動費や機会費用・逸失利益等の計上の仕方について、課題が散
見された。三次②については約定価格が高騰する中、合理的な行動となる価格で入札を行うことが望ましいた
め、GLの改訂等を進めている状況。

⚫ 三次①については、三次②以上の調達単価である断面多い状況。同じく週間商品である一次・二次①・二
次②の調達が開始される前に、三次②において指摘された機会費用や逸失利益、リスクの折り込み方等に
ついて、合理的な行動となっているか、関係各所と連携のうえ検証が必要。

＜調整力調達量について＞

⚫ 三次①・三次②について調達不足である状況。とりわけ三次①については調達率低く、対応策について検討が
必要。調整力応札量を増やす取組(低圧リソース・脱炭素調整力等)に加え、調達する調整力量が適切で
あるかについても、関係各所と連携のうえ検討が必要。

第57回電力・ガス基本政策小委員会
（2022年12月20日）資料5より抜粋
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需給調整市場の課題と対応① 調達量の効率化

⚫ 2021年度に取引を開始した需給調整市場の課題については、①調達量の効率化と、
②価格規律の見直し、の観点を中心に検討を進めてきた。

⚫ 調達量については、募集量より応札量の少ない未達が継続している状況であり、こうした
状態が継続した場合、市場競争の欠如による価格高騰や、調整力不足による安定供
給への支障も懸念される。

⚫ そのような状況を踏まえ、発電事業者にヒアリング等行ったところ、特に１週間前に調達す
る三次調整力①については、需給変動リスク等もある中、1週間後の予測が不確実であ
るため応札する量を抑えざるを得ない、あるいは、その後に控えるスポット市場との関係
で応札しづらい等の意見が少なからずあった。

⚫ このため、週間調達を行っている各商品（一次調整力～三次調整力①）については、
システム改修等の時期も踏まえ、2026年度頃から前日調達に変更する方向で検討を
進めている。

⚫ また、週間調達を継続している間は、週間時点で調達する調整力量を減らし、不足が
予想される場合は、前日に調達する三次調整力②と合わせて追加調達を行うことがで
きないか、電力広域的運営推進機関において検討を進めている。
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（参考）発電事業者へのヒアリング結果と需給調整市場の取引タイミング

⚫ 発電事業者にヒアリングした結果、三次調整力①については、週間調達による予測の不確実性
を理由に、需給変動リスクを勘案し応札量を抑えている事業者が確認された。また、スポット市
場や三次調整力②の取引量を事前に控除して応札している事業者も複数存在した。

⚫ また、既に固定費を回収した競争力の高い調整電源については、三次調整力①ではなくスポット
市場に応札すれば、シングルプライスにより限界費用以上の利益が得られる可能性が高い。さらに、
スポット市場で約定しなくとも、その後に三次調整力②の取引が行われるため、週間調達である三
次調整力①に応札するインセンティブが低いという回答もあった。

応札量の考え方 発電事業者からの意見例

応札量算定時に
ある程度のリス
クを勘案

バランス停止機の影響や、再エネ供給力の下振れ、電源脱
落リスクや想定需要の上振れに加え、天気予報の変動等。

三次①応札量か
らスポット市場
入札量を控除

需給調整市場供出によるスポット市場への供出量の減少が
「適正な電力取引についての指針」に即しているか判断で
きない。また、週間ではスポット市場の価格想定が困難で
あり、逸失利益算定の合理的な説明が困難。また、競争力
の高い電源はスポット市場へ供出する方が経済的である。

三次②供出量を
控除

属地エリアの安定供給の観点から、属地エリアの三次②供
出量も意識した上で入札する。

エリア募集量に
合わせ入札

属地エリアの安定供給の観点から、属地エリアを参考に入
札量を確定する。

価格規律・競争
環境

週間調達である三次①と前日取引の三次②の価格規律が同
じであり、固定費等は三次②でも回収が可能であることか
ら、スポット市場での買い戻しリスクを抱えてまで三次①
に応札するインセンティブが低い。

＜三次調整力①応札量の考え方に関するヒアリング結果＞

（出典）第73回制度検討作業部会（2022年12月21日）資料4より抜粋

＜需給調整市場における調整力の取引タイミング＞

～～ ～～

1週間前 前日
～10時

前日
～14時

前日
17時～

需給調整市場
一次調整力
二次調整力①
二次調整力②
三次調整力①

【スポット市場】 【時間前市場】

需給調整市場
三次調整力②



26

（参考）三次①の応札不足について

（出所）第34回需給調整市場検討小委員会（2022年12月14日）資料２より事務局で一部加工

⚫ 三次①をはじめとする調整力の応札不足が継続した場合、市場における競争不足による価
格の高騰や、調整力の調達不足による安定供給への支障が懸念される。

⚫ 現在は調整力公募による調整電源が活用できるため、日々の需給に支障は生じていない。
また、2024年度以降は新たに余力活用に関する契約が開始され、安定供給の観点では
セーフティネットとなり得ると考えられる。

⚫ 一方で、それだけでは十分ではなく、需給調整市場に本来期待されていた、調整力調達コ
ストの低減や、運用コストの低減といった効率化を実現するためにも、三次①が応札不足
である状況には対策を講じていく必要がある。

⚫ その際、2024年度以降、一次から三次②までの全調整力を需給調整市場から調達するこ
とになるため、応札不足への対応も、三次①だけではなく全調整力を対象として実施する
必要がある。

応札
不足

調達
不足

市場における 調整力の事業者行動
市場応札における

市場の競争環境 継続すると

市場における競争不足に
よる調達価格の高騰

安定供給への支障

2023年度までは調整力公募、
2024度以降は余力活用により対応
（市場外調達の増加）

第73回制度検討作業部会（2022
年12月21日）資料4より抜粋



（参考）論点①－１：三次①応札量増加に向けた取組について（２／２）

⚫ 他方、取引事業者毎のリスクの考え方の差異が解消されたとしても、週間調達であることによる予
測の不確実性が根本的に解消されるわけではない。

⚫ そのような予測の不確実性の低減策としては、例えば取引スケジュールの変更も考えられるので
はないか。第34回需給調整市場検討小委員会（2022年12月14日）では、FIT通知も踏ま
えた再エネ供給力の計算や、スポット市場前のBG供出量検討に要する時間（4時間）の確保
等を勘案したうえで、前々日（FIT1回目通知後から2回目通知までの間）に毎日三次①等
の調整力を取引する案を示している。

⚫ 取引スケジュールの変更による効果、実務面を勘案した実現可能な取引スケジュール、安定供給
といった観点も踏まえ、スケジュール変更も視野に入れ、関係各所とともに実施の可否やその内
容について、検討する必要があるのではないか。

⚫ なお、現在2024年度に向け需給調整市場のシステム改修が進められており、スケジュール変更
を行う場合も、実装まではある程度の時間を要すると考えられるため、その点も考慮し検討を進
める必要がある。

（出所）第34回需給調整市場検討小委員会（2022年12月14日）資料２より事務局で一部加工

前々日
前日

午前 午後
16時

FIT1回目
通知

6時 10時 12時 14時 17時

FIT2回目
通知

SP市場
入札〆

BG計画
提出

三次②
入札〆

時間前市場
開場

1週間前

月曜14時 火曜14時

取引実施日の次の土曜日
からその次の金曜日に必要
となるΔｋWをまとめて調達

入札受付時間

火曜15時

約定処理
(現状)

第34回需給調整市場
検討小委員会において

示された案

FITの1回目～2回目
通知の間に日々取引 スポット市場供出量検討

に4時間程度必要 三次①取引スケジュールの変更も視野に入れ検討が必要か

第73回制度検討作業部会（2022
年12月21日）資料4より抜粋
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（参考）調達量に関する2024年度に向けた検討の方向性について

⚫ 週間調達商品の調達タイミングを前日等に移行する場合も、システム対応等に一定の
時間を要する中、2024年度以降の調整力の効率的な調達について、常に最大値相
当の調整力を調達する必要があるのか、調達量の観点からも検討を進めているところ。

第35回需給調整市場検討小委員会
（2023年1月24日）資料3より抜粋

6
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（参考）週間調達商品の調達量の低減について

⚫ 調整力調達量の観点からは、週間断面における調達量（二次調整力②・三次調整
力①）を減らし、不足するおそれがある場合、前日（三次調整力②と同時）に追加
調達を行うことを検討している。

第38回需給調整市場検討小委員会
（2023年4月26日）資料2より抜粋

6
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需給調整市場の課題と対応② 価格規律の見直し

⚫ 需給調整市場における価格規律については、「需給調整市場ガイドライン」において、市場
支配力を有する事業者が遵守すべき事項を定めている。

⚫ これまで、電力・ガス取引監視等委員会が取引の監視を行ってきた中では、起動費が重
複して計上されていたり、実際に起動しなかった電源にも起動費が支払われていたりするな
ど、費用増加に繋がりうる事業者が複数確認されている。

⚫ このため、応札価格の適正化を図る観点から、価格の在り方に関する議論結果を踏まえ、
2023年3月には需給調整市場ガイドラインの改正を行った。

⚫ また、電力・ガス取引監視等委員会による取引の監視の中では、調整力の価格に織り込
むことができる費用の考え方について、事業者毎にガイドラインの解釈に差があったことも確
認されている。

⚫ こうした状況を踏まえ、需給調整市場における価格規律の在り方については、電力・ガス
取引監視等委員会において、引き続き検討を進めている。
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（参考）電力・ガス取引監視等委員会における価格規律の議論（例）

⚫ 電力・ガス取引監視等委員会では、需給調整市場の監視を行った結果、例えば、歯抜け約定に
なった場合、起動費の回収漏れが生じないよう、連続するブロックへの入札において、それぞれのブ
ロックに起動費を全額計上している例も確認された（起動費の重複計上）。

⚫ また、ユニットの出力を下げた際に生じる余力を需給調整市場に出す際に、約定順を調整するた
め、起動した電源以外の電源に、起動費相当額を機会費用として計上している例も見られた
（持ち下げ供出）。

⚫ それらのような事象を踏まえ、応札価格の適正化を図る観点から、電力・ガス取引監視等委員会
において価格規律の在り方について議論を行ってきたところ。

（出典）第78回制度設計専門会合（2022年10月25日）資料4より抜粋（出典）第68回制度設計専門会合（2021年12月21日）資料4より抜粋

＜起動費の重複計上による過回収の例＞ ＜追加起動に伴い、余力分が生じたユニット（持ち下げ供出機）の供出例＞

6
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（参考）論点①－２：需給調整市場ガイドラインの改定について

⚫ 分析結果を踏まえ、機会費用と逸失利益の計上、持ち下げ供出の扱い、起動費等の扱いに関
する整理について制度設計専門会合において議論・検討が行われ、とりまとめられた。そのうえで、
機会費用や逸失利益の考え方等については引き続き検討することとし、以下の点については需給
調整市場ガイドラインを改定することについて、電力・ガス取引監視等委員会より建議が行われた
ところ。

⚫ 本件は、電源側の費用を必要な範囲で回収しつつ、その適正化を図るものであり、より合理的な
入札行動に資すると考えられることから、建議の通り需給調整市場ガイドラインを改定することと
してはどうか。

＜需給調整市場ガイドライン 改定事項 ＞

• 限界費用に含まれる燃料コストについては、特段の事情がない限り、定格出力までの間の適切な価格を１つ選定する旨、記載する。また、揚水発電等
の限界費用については、需給調整市場ガイドラインの調整力kWh 市場における記載を参照する旨、記載する。

• 卸電力市場価格（予想）は、当該エリアのスポット市場価格と時間前市場価格の想定値の範囲内から、適切な価格を１つ選定する旨、記載する。
なお、受け渡し日の前週に取引が行われる場合、卸電力市場価格（予想）はスポット市場価格の想定価格とし、受け渡し日の前日に取引が行われ
る場合、卸電力市場価格（予想）は時間前市場価格の想定価格とする旨、記載する。また、時間前市場価格の想定価格は、スポット市場価格を
基に算定する旨、記載する。

• ΔkW価格の算出に当たっては、「ΔkW価格≦当該電源等の逸失利益（機会費用）＋一定額等」の式を満たすようにし、「等」は売買手数料とする旨、
記載する。

• 原則、起動費等の入札価格への反映は１回分までしか認めないこととし、１回分の起動費等を各入札ブロックに約定確率を考慮して按分するなど、入
札事業者において工夫する点や、取り漏れが生じた起動費等については、当該年度の先々の取引において計上することを許容する旨、記載する。

（出所）第400回電力・ガス取引監視等委員会（2022年12月13日）資料５より抜粋

＜ガイドライン改定の方向性＞

• 「機会費用と逸失利益の計上に関する整理」では、需給調整市場ガイドラインにおける限界費用、卸電力市場価格（予想）等について明確化。

• 「持ち下げ供出の扱いに関する整理」では、需給調整市場に対して起動供出機を供出し、同時に持ち下げ供出機も供出する場合の、持ち下げ供出機
に関する入札価格の考え方を整理。

• 「起動費等の扱いに関する整理」では、実需給時までに起動しなかったユニットの起動費の返還方法や、電源差替え時の価格の考え方等について整理。

第73回制度検討作業部会（2022
年12月21日）資料4より抜粋
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１．調整力の管理・確保メカニズムの高度化

２．調整力確保の現状と課題

３．効率的な調整力確保に向けた取組の方向性



効率的な調整力の確保に向けて（基本的考え方）

⚫ 市場メカニズムを最大限活用しつつ、効率的に調整力の確保を行うため、調整力確保
の仕組みに関する今後の検討に際しては、以下を基本とすることとしてはどうか。

✓ 安定供給確保の観点から、効率化は進めつつも、必要量の調達は大前提

✓ 市場調達を基本としつつ、市場外調達も踏まえコスト最小化が図られているかが重要

✓ 調整力の脱炭素化は必然的にコスト増を伴う中、どのように脱炭素化を進めるか

社会コストの抑制1

✓ 市場競争において、同一の条件設定は既存の火力等に有利になる可能性

✓ 例えば、蓄電池やDRの育成を図るため、応札条件に差異を設けることはあり得るか

公平性の確保2

✓ 持続可能性の観点から、応札事業者に対し、適切なインセンティブを設定
✓ 容量市場やスポット市場など、複数の市場において、全体最適をどのように実現するか

持続可能性の確保3

34
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（参考）論点①ー３：調整力の効率的な調達について

⚫ 三次①や三次②においては、取引開始毎にそれぞれ調達量の未達や調達費用の大幅な上昇と
いった問題が生じ、関係各所と連携のうえ、一体的に検討を進めてきたところ。

⚫ これらの問題は、三次①、三次②特有の問題ではなく、2024年度に取引が開始される他商品に
おいても共通の課題となり得ることから、2024年度に調達を始める前に、調整力の調達が効率
的なものとなっているか、改めて関係各所と連携のうえ検討を進めてはどうか。

第47回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネット
ワーク小委員会（2022年12月6日）資料1より抜粋

第73回制度検討作業部会（2022
年12月21日）資料4より抜粋
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検討の進め方

⚫ 2024年度以降、一般送配電事業者において、すべての調整力を基本的に需給調整
市場で調達することとなることを見据え、現在、 効率的な調整力確保の在り方について、
電力・ガス取引監視等委員会や電力広域的運営推進機関等において、検討が進めら
れている。

⚫ これらの検討の全体的な整合性を確保しつつ、制度の不断の見直しを行っていく観点か
ら、今後、本小委員会において、調整力確保の状況と課題について、定期的に議論を
行っていくこととしてはどうか。

⚫ また、2024年度に本格運用が開始する需給調整市場を中心とする当面の調整力確
保の在り方については、足元の課題解決に向けた関係各所における検討を加速化しつつ、
本年秋頃を目途に全体を取りまとめることとしてはどうか。

⚫ その際、将来的な供給力と調整力の一括確保に向けた同時市場の在り方の検討が並
行して進められていくことを踏まえ、当面の対応策の検討においても、中長期的な将来の
在り方と整合性を確保していくこととする。
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（参考）供給力と調整力を一括調達する同時市場の在り方（イメージ）
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• 前日市場において一般送配電事
業者が確保した電源のうち、
kWhの供出が確定した電源等を
時間前市場に投入。

• 小売電気事業者等は同時市場
後、追加で必要となった電力量に
応じて、入札。

• 週間断面での電源起動の仕組みを設ける。
• 前日X時にkWhとΔkWの同時約定市場を設ける。
✓発電事業者が電源諸元（①起動費、②最低出力費用、③限界費用カーブ）を市場に登録（Three-

Part Offer方式）。
✓小売電気事業者は買い入札価格・量（kWh）を入札。
✓同時市場において、翌日の需要予測に従い、過不足なく、電源を立ち上げる（kWhとΔkWを確実に確保）。

• 前日市場において一般送配電事業者が確保した電源のうち、kWhの供出が確定した電源などを、時間前市場
に投入する。小売電気事業者等は実需給に近づくにつれて精緻化される需要予測を元に、時間前市場で売
買を行う。

• GCまで小売に配分されていない電源は、一般送配電事業者が実需給断面における需給調整に用いる。
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「卸電力市場、需給調整市場及び需給運用の在り方に関する勉強会」取りまとめ（2022年6月20日）を一部修正

（※） 必要なkWh及びΔkWが確保されていることを前提。



具体的な取組の方向性

⚫ 2024年度に本格運用が始まる需給調整市場においては、将来的な同時市場の実現
を念頭に置きつつ、効率的な調整力の確保に向けて、不確実性の高い実需給１週間
前の取引から、より確実性の高い前日取引に移行していくことが合理的と考えられる。

⚫ 他方、これまで週間取引を前提にシステム対応等を進めてきたため、前日取引に対応す
るには、一定の準備期間を要する。このため、2024年度及び2025年度は、2026年度
を目途とする前日取引の本格開始に向けた移行期間と位置付けることとしてはどうか。

⚫ 具体的には、両年度においては、週間取引をメインとしつつ、これまでの議論を踏まえ、対
応可能な範囲で一部前日取引を開始することとし、さらに、効率的な調整力の確保に
向けた課題の洗い出しと、必要な対応策の検討を進めることとしてはどうか。

⚫ その際、週間取引については、募集量に比べ応募量が少ないことにより徒に価格が高騰
することを回避するため、例えば、対応策として、一定の上限価格の設定や、発電事業
者等の応札促進など、市場が効率的に機能するための方策を検討することとしてはどうか。

⚫ その上で、必要な調整力の確保に万全を期すため、前日取引において必要な調整力を
確保できなかった場合の追加調達の在り方について、余力活用契約の在り方も踏まえ、
検討を深めることとしてはどうか。

⚫ なお、検討に際しては、安定供給を大前提として、コストが最適化されるかという視点に
加え、調整力を提供する事業者に対して適切なインセンティブが付与されるよう留意する
とともに、卸電力市場をはじめとする他市場に与える影響について目を配る必要がある。

38
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（参考）余力活用に関する契約

（出所）第32回需給調整市場検討小委員会（2022年9月26日）資料2より抜粋

⚫ 2024年度容量市場開設後において、一般送配電事業者がゲートクローズ後に周波数制御・需
給バランス調整・系統運用を実施する際は、ゲートクローズ前の発電事業者等の計画策定に支
障を与えないことを前提に、社会コストの低減等、より効率的・安定的な需給調整、系統運用を
実施するため、余力を活用する仕組みを設けることが整理されている。

⚫ 余力活用に関する契約においては、必要なΔkWが市場で調達できない場合、 ΔkW調達不足へ
のセーフティネットとして、スポット市場における小売供給力確保後は、余力活用契約による電源の
追加起動を認めることとしている。

出力

価格

高安

＜余力活用の対象のイメージ図＞
【運転状態】

ΔkW
として約定

発電計画

発電計画

発電計画

余力活用
対象

余力活用
対象

起動停止が必要
で指令に応じられ
ない電源は対象
とならない

※緊急時には余
力活用による追
加起動を許容

第73回制度検討作業部会
（2022年12月21日）資料4
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